
 

• ジョン・ハンプトン博士(SPC OFP 代表)による魚の状態(体長/体重)に
関するタギングの影響を明らかにした研究は、国際的なリアレビュー

ジャーナルに掲載された。すなわち、魚へのタギングは、蓄養のよう

な状況下では、魚にとって有害と見なされうる成長と状態へのマイナ

スの影響が現れる。 
• 蓄養場における成長率に関する日本のコメントについて。蓄養レビュ

ーパネルは、みなみまぐろに関する成長率の情報を提供している、ま

た、我が方は、様々な魚種のみならず飼育されているほ乳類について、

同等の規模で成長に関する多くの実例を引き合いに出すことも可能で

ある。 
• 我々はここで些末なことについて話をするつもりはない。日本市場レ

ビューから 21 年以上にわたり 180,000 トンの過剰漁獲があったとする

推定がある。これは、市場への上場量の市場外販売量の比として 85%
という数字に基づいているが、我々としてはこの割合は高すぎると考

えている。日本市場における 180,000 トンの魚について憤慨、衝撃を

受けている。この場において、単に表層漁業における過小漁獲あるい

は過剰漁獲の可能性を検討するつもりはない。みなみまぐろ漁業は非

常に深刻な IUU 問題を抱えている。IUU 漁業がもはや存在しないとい

うことを確保するためにすべてのメンバーに適用される統合 MCS シス

テムを打ち出すために集ったのである。 

47. 議長は、未報告漁獲量について深刻な懸念があること、緊急にこの問題

について取り扱う必要があること、及び本会合の目的がそこにあると述

べた。 

48. 日本は、コンプライアンスの確保には十分なデータが必要とされるとし

た。  コンプライアンスの提案はすべての漁業が包含されなければならな

いと考えているが、前日の議論では、はえ縄漁業に焦点があてられてい

ると感じられるとした。 

49.   8 つの決議に提案した措置は、すべてのメンバーに適用するよう目論ま

れた統合的 MCS システムを発展させるものであり、それらの措置は、ま

き網、はえ縄、または竿釣で漁獲された魚か否かに注目するのではなく、

すべての漁業に影響を与える。特定の漁法を選ぶ意図はないとした。 

50. これらの議論を踏まえ、オーストラリアは会合において具体的に議論す

るための改正決議案を提出した。メンバーは、決議案にある個々の問題

に関する意見を述べた。 

51. 日本のコメント: 

• 決議案と条約第 8 条パラグラフ 3(b)との関連。 
• 何らかの方法によって蓄養活動を漁船登録へ包含すること。 
• 法律的に問題があるので、入港国による措置の決議は承認しないこと

及び南アフリカ、インドネシア及びフィリピンにコメントの機会が与

えられるまで議論を凍結する。  



 

• ナショナルオブザーバーの活動は透明性の観点からパフォーマンスレ

ビューによってチェックすることが可能であり、外国人オブザーバー

は二ヶ国間取極めを通じて受け入れ可能。 
• DNA の取り組みについては、科学委員会が最初に試験的なプログラム

を始動すべき。 

52. 台湾は、決議案に盛り込まれたいくつかの事案については合意が見られ

ず、不一致がない決議に焦点を絞るべきということが既に明らかである

と指摘した。 

53. オーストラリアは、決議は条約の条件に基づきメンバーを拘束しない限

り、決議を通すことに意義はないとした。ニュージーランドは、過去の

措置は漁業を危うい状況に陥れる不適切なものであったという見解を強

く支持した。 

54. 韓国は、決議にともない費用負担が発生しないことが関心事であるとし、

CCSBT が検討する際に非常に重要なことであると述べた。 

55. 議論を踏まえ、会議は、優先的に議論すべき以下の決議案を確認した: 

• 個別魚タギングとともに漁獲証明制度(CDS); 
• 転載; 
• 国際オブザーバー計画 (IOP)及び 
• 漁船監視システム (VMS) 

56. 残された決議案は、次回の年次会合の前に検討するというスケジュール

を設けた行動計画で対処しうる。 

57. 時間が限られていること及びその他の決議案について困難性を有するメ

ンバーがあることをふまえ、CDS に関する決議案に限定して議論をする

こととなった。決議案は、CDS の基礎として、すべての SBT に個別にタ

ギングするという日本の提案を取り入れ修正された。 

58. 本件の議論は、別紙 5 にある決議草案として決着した。当該文書は、

CCSBT13 においてさらなる進展を必要とすることについて合意された。

また、CCSBT13 において拡大委員会が検討するためのその他の優先順位

の高い MCS 措置についての決議を文書化するため、CCSBT13 の初めの

時期にワーキンググループを形成することも合意された。 

59. 残された提案の必ずしもすべてが、CCSBT13 において拡大委員会によっ

て検討されるために同様に進展をさせることが出来ないことが明らかに

なった。これらの提案を休会中の作業で進展させること及びその他の

MCS 措置についてごく近い将来に進展を見ることを確保するため、

CCSBT13 の会期中に作業予定を作成することが合意された。場合によっ

ては、2007 年中に遵守委員会の特別会合が必要となるであろう。 

 

議題項目 7. その他の事項 



 

60. オーストラリアは、最後に追加したいとして: 

• オーストラリアは、日本が提起した国連公海漁業協定と CCSBT のカバ

レージについての法的なポイントに注目した。オーストラリアは、国

連公海漁業協定と CCSBT 条約の日本の解釈を共有しておらず、同国が

提案した措置導入の障害になるとは考えていないとした。 
• オーストラリアは、IUU 漁業に関し FOC 冷凍運搬船への転載行為に何

度か介入したことがある。世界中に刺身用のまぐろを運搬している冷

凍船が 77 隻存在しているという情報を持っている。55 隻がパナマ船

籍となっている。これら船舶の実質的な船主は、委員会メンバーの国

民か居住者という情報もある。オーストラリアとしては、FOC 冷凍運

搬船は IUU 漁船によって漁獲されたまぐろの主要なルートとなってお

り、CCSBT 及び他の委員会がこれらの船舶への転載を管理することが

可能となるよう、問題解決の手段を模索しているとした。 

61. ニュージーランドは、両問題とも非常に重要であると強調し、オースト

ラリアの発言を支持した。 

62. 日本は以下のとおり回答した: 

• 国連公海漁業協定について、日本は、障害ではなく、むしろ地域漁業

管理機関が別個に検討すべき問題であるとした。乗船検査については、

洋上での乗船が不必要ということではなく、不適切な乗船に対する予

防措置が講じられるべきとした。 
• 転載については、すべての国が問題の解決に向けて一致して作業でき

る実用的な措置を見いださなければならない。本件は、単に CCSBT 内

部で解決することはできない。恐らく、ICCAT との関わりあいが必要

となるであろう。加えて、現状では転載の管理にはオブザーバーが必

須であるが、非常にコストがかかる課題である。転載の管理とモニタ

リングに関しより効果的な方法を考察しなければならない。 

63. オーストラリアが開発しているステレオビデオシステムに関する日本か

らの疑問について、オーストラリアは以下のとおり回答: 

• システムの補正と二つのカメラによる対象物のサイズを合成して推定

するために利用するアルゴリズムが目盛りの必要性を解消しているた

め、日本提案に言及されたスケールボードは、ステレオビデオには必

要がない。 
• ステレオビデオは、水の透明度、海況及びその他の条件を含む幅広い

環境条件の下に、移送用トンネルに設置することについてのさらなる

実用化試験が必要である。導入は数年後であろう。 
• カバレージは 100%で検討。 
• オーストラリアとしては、漁船における漁獲の記録と海中の魚の測定

に関するビデオ技術について、他のメンバーと協力することは喜ばし

い。 

64. 韓国は、遵守委員会の付託事項はこのような項目の議論についてふれて

いないとした。特に、付託事項は当該委員会に対し、IUU 漁業を具体的



 

に取り扱う権限を与えてはいないと述べた。これは重要であり、また他

の地域漁業管理機関では、本件について具体的な対応をしている。韓国

は、本件に関連したいくつかの議題項目が CCSBT13 における検討のため

にリストアップされており、拡大委員会において本問題を提起したいと

した。 

 

議題項目 8 及び 9. 遵守委員会からの拡大委員会への報告及び拡大委員会への

勧告 

65. 報告書は議長による CCSBT13 の拡大委員会への報告のために採択された。 

 

議題項目 10. 閉会 

66. 会合は 2006 年 10 月 9 日午後 10 時に閉会された。 
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議題 
第 1 回遵守委員会 
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2 遵守委員会付託事項 
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3 措置の状況 

3.1 事務局からの報告 
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9 拡大委員会への勧告 
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第 1 回遵守委員会 
文書リスト 

 

(CCSBT-CC/0610/ ) 
01. Draft Agenda  

02. List of Participants 

03. Draft List of Documents 

04. (Secretariat) Compliance Committee Management Measures 

05. (New Zealand) Strengthening the compliance regime 

06. (Australia) Peer Review of the ’Report of the Independent Review of the Australian 
SBT Farming Operations Anomalies’ 
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08. (Australia) Proposal to convert the CCSBT trade information scheme into a catch 
documentation system 
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11. (Australia) Implementation of a centralised vessel monitoring system for the 
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13. (Australia) Amendments to the CCSBT vessel register 

14. (Australia) Adoption of transshipment protocols for the SBT fishery 

15. (Australia) Implementation of boarding and inspection regimes for the CCSBT 
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South Africa   

 

(CCSBT- CC/0610/Rep ) 
01. Report of the Twelfth Annual Meeting of the Commission (October 2005) 
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05. Report of the Eleventh Meeting of the Scientific Committee (September 2006) 

 



日本の新たなみなみまぐろ
漁業管理制度
（2006年4月1日施行）

新制度概要

漁業者に対して

①国別割当を漁船別に割当（ＩＱ）

②採捕したＳＢＴへのタグ装着義務づけ

③８港の水揚げ港の指定（水産庁漁業監督官による全量検査）

買い人と販売者に対して
④上記①及び③に違反して採捕したSBTの取得、所持、販売
及び購入を禁止

罰則について

⑤２年以下の懲役、最高５０万円以下の罰金又は停泊命令

旧制度から引き続き実施している
管理制度

・ ＶＭＳ

・ オブザーバー

・ 取締船の派遣

・ ＲＴＭＰ

①国別割当を漁船別に割当（ＩＱ）

・ ２００６年漁期は１４２隻の漁船に割当（混獲

枠を含む）。

・ 割当は、2005年においていかなる漁業法令
にも違反しなかった者に対して行われる。

・ 新しい規則に違反した者には以降５年間割当

を行わない。

・ 割当の移行については同一の会社間（数隻）

でのみ可能。
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②採捕したＳＢＴへのタグ装着義務づけ

・ 装着するタグには、当該漁船の信号符字及

び認識番号を表示。

・ 陸揚げ又は転載の前に、タグの番号、体重、

体長及び漁獲の日を水産庁に提出。



④８港の水揚げ港の指定

京浜地区５港
東京、川崎、横浜、
横須賀、三崎

静岡地区３港
清水、大井川、

焼津

④８港の水揚げ港の指定

・陸揚げに際しては、水産庁漁業監督官がす

べてのタグ及び重量を確認。

・ この８港は、過去５年報告されたSBTの水揚
げを１００％カバーするもの。

・ 指定港以外の陸揚げは、違法であり、漁業者

と買い人はともに罰せられる。

新制度の実施状況

・水産庁は、ウェブサイトを通じるなどして新制度を公
表し、新聞もこのニュースを報道した。

・ 本年９月上旬に京浜地区及び静岡地区のまぐろの
買い人及び販売業者に新制度について説明会を実
施。

・ ８月１９日に初めてタグの付いたSBTが水揚げされ
た。１０月３日までに３３隻分、総計で約４８０トンが
水揚げされ、水産庁漁業監督官によって全量が検
査された。

・ 漁業者の報告と検査の結果は整合している。

タグ制度導入の提案



漁獲物の動き

漁獲 転載・池入れ 水揚げ・通関

タグ制度の目的

タグとともに、漁獲から水揚げ・取り
あげ・輸出・輸入まで、すべてのSBT
の流れをモニターすることを通じて、
経済的な方法で、更なる遵守と正確
なデータ収集を達成すること。

目的達成のための必須事項

・すべてのSBTが、漁獲後速やかににタグを装
着され、体重・体長を測定されること。

・ 転載（運搬船へ）・活け込み（蓄養いけすへ）

の際の量と尾数をタグにより正確に把握。

・ 陸揚げ・取りあげ、輸出及び輸入時に、SBT
の量と尾数を検査・モニター。

おわり
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貿易の有無にかかわらずみなみまぐろのすべての漁獲を記録するための 
漁獲証明書制度の実施に関する決議案 

 
(第 13 回年次会合における採択のために – 2006 年 10 月 10-13 日) 



 
貿易の有無にかかわらずみなみまぐろのすべての漁獲を記録するための 

漁獲証明書制度の実施に関する決議案 
 
みなみまぐろの保存のための拡大委員会は、 
 
資源の長期的持続性の確保のために、拡大委員会の保存及び管理措置に対す

る遵守の改善に資する監視、管理及び取締の統合的パッケージを拡大委員会

が採用しようとする意志に留意し、 
 
世界のみなみまぐろ漁業のすべてに適用される監視、管理及び取締措置の必

要性を想起し、 
 
委員会が、その管轄権の下、みなみまぐろ貿易の監視を通じ、より正確で包

括的なデータを収集するための統計証明スキームを 2000 年 6 月 1 日に導入し

たことに留意し、 
 
さらに、統計証明スキームはみなみまぐろの国内消費と取引を適切にカバー

していなかったことに留意し、 
 
みなみまぐろの漁獲から販売まで、個々の漁獲を追跡する包括的かつ効果的

な漁獲証明制度の採択が、委員会の機能を改善することを考慮し、 
 
みなみまぐろ保存のための条約第 8 条パラグラフ 3(b)に従い、以下のとおり

合意した。 
 
1. 委員会は、以下を考慮し、貿易の有無にかかわらず、漁獲された個々の

みなみまぐろを記録する漁獲証明制度の開発し、実施しなければならな

い  
• CCSBT 12 において合意された CDS の原則。 
• 他のまぐろ類地域漁業管理機関と調整する必要性。 
• CDS の基礎としての個別魚タギングの実用性 (原産地証明)1。 

 
2. メンバーと協力的非加盟国は、第 14 回委員会年次会合前の会期間会合

において、漁獲証明制度の詳細を最終化しなければならず、委員会は当

該年次会合において合意された制度を承認しなければならない。漁獲証

明制度は 2008 年 1 月 1 日から実施されなければならない。 
 
3. 漁獲証明制度は、転載、輸入、輸出、再輸出及び国内販売の間を含め、

すべてのメンバーと協力的非加盟国によるすべてのみなみまぐろの漁獲、

水揚げ及び貿易に対して適用されなければならない。 
 
4. 漁獲証明制度は以下の要素を含まなければならない。 
 

                                                 
1最初の取り組みとして、2007 年 7 月までに、事務局が提案を作成することが依頼された。 



(i) 漁獲証明制度は、捕獲から販売まで、すべてのみなみまぐろの漁獲、

陸揚げ、販売及び貿易の流れ（転載、輸入、輸出、再輸出及び国内

販売を含む）を追跡しなければならない。 
(ii) すべての漁獲証明書の写しは、適当な期間で、委員会事務局及び旗

国/漁業主体へ同時に提出されなければならない。 
(iii) 輸入、輸出、再輸出及び国内水揚げされるみなみまぐろの積荷には、

メンバー又は協力的非加盟国の政府が認めた職員による完全かつ有

効な署名及び押印がなされた漁獲証明書が添付されなければならな

い。 
(iv) すべての原本は、当該メンバー又は協力的非加盟国によって保管さ

れ、照合、分析及び検証ために定期的に事務局へコピーが提出され

なければならない。 
(v) 完全かつ有効な漁獲証明書が無いみなみまぐろは、不法漁獲と見な

され、輸入、輸出、再輸出及び国内市場での販売は禁止されなけれ

ばならない。 
(vi) 漁獲証明制度は、漁獲証明書が、その正当性を確認するために、メ

ンバー及び協力的非加盟国の政府が任命した職員によって、いつで

も検査されるという要件を含まなければならない。 
(vii) 漁獲証明制度は、成育用いけすから取りあげられた後の魚を含まな

ければならない。 
 
 




